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■シリーズ相続と贈与に関する税務

《相続税の課税財産》

◆

死亡した夫に対し共済会か

ら支払われた退職見舞金300

万円及び死亡見舞金500万円

◆

◇質 問◇

ある公社に勤務していた夫が、在職中

に死亡したため、公社の職員で構成する

共済会（法律に基づかない任意の団体で

す）から支給される退職見舞金300万円

と死亡見舞金500万円を、相続人である

私が受け取りました。この場合、私が受

け取った退職見舞金と死亡見舞金の課税

関係はどのようになるのでしょうか。

なお、私が受け取った見舞金は、掛金

を積み立てた期間に応じて受け取ること

ができるとされており、私の夫は、公社

職員の共済会へ掛金総額138万円を納付

していました。

（東京氏・ＳＲさん）

◆回 答◆

あなたが受け取った退職見舞金と死亡見舞

金は、いずれもあなたの夫である被相続人の

勤務先から支給されるものではなく、職員の

構成する任意団体である共済会から支給され

たものですから、相続財産には該当せず、ま

た、その見舞金は掛金を積み立てた期間に応

じて受け取ることとされていますので、心身

に加えられた損害に対する相当の見舞金とし

て非課税所得とされるものでもありません。

したがって、相続人であるあなたが受け取

った退職見舞金300万円及び死亡見舞金500万

円は見舞金としてはその金額が世間一般の常

識を越える金額と思われますので、いずれも

相続人であるあなたの一時所得として、課税

されることになるものと考えます。

なお、あなたのご主人が納付された共済会

への掛金138万円は、あなた自身が支払った

掛金ではありませんが、退職見舞金及び死亡

見舞金を得るための原資となるものですから、

あなたの一時所得の金額の計算上、その掛金

を差し引くことができます。

あなたの一時所得の金額を計算しますと、

ご質問の見舞金以外に一時所得がない場合に

は、次のようになるものと考えます。

（共済会からの見舞金） （掛金の額）

（300万円 ＋ 500万円）－ 138万円

（特別控除額）（一時所得の金額）

－ 50万円 ＝ 612万円

参照条文＝相法３①二、相令１の２、

所令30三、所法34②



■シリーズ譲渡に関する税務

《居住用財産の譲渡所得の特別控除》

◆

敷地の一部を譲渡するため

に居住用家屋を取り壊し譲

渡代金を新築資金に充てた

◆

◇質 問◇

家屋が老朽化したため、居住用家屋の

敷地（190㎡）の３分の１を譲渡し、そ

の代金で残った敷地上に居住用住宅を新

築しようと考えています。売却予定の土

地については、現在居住している家屋の

大部分がかかっているため、その家屋を

取り壊した後に譲渡するつもりですが、

3,000万円特別控除の特例の適用はある

でしょうか。

（東京都・ＴＨ氏）

◆回 答◆

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控

除の特例は、原則として自分が住んでいる家

屋やその家屋と共にその敷地を譲渡した場合

に適用されますが、土地のみの譲渡でも家屋

が災害等により滅失した場合やその敷地を有

利に売却するために家屋を取り壊した場合に

は、所定の要件を満たせば同様に特例が適用

されることとされています。

したがって、ご質問の場合は、譲渡する部

分の土地が、現に自己が居住している居住用

家屋の敷地と認められ、かつ、敷地である土

地の一部を譲渡するためには、従前の居住用

家屋を取り壊さなければならない状態であっ

たと認められれば、その敷地である土地の一

部の譲渡であっても居住用財産を譲渡した場

合の3,000万円の控除の適用があるものと考

えられます。

ただし、その敷地の譲渡が以下に掲げる要

件のすべてを満たしている必要があります。

① その敷地となっている土地の譲渡に関す

る契約が、家屋を取り壊した日から１年以

内に締結され、かつ、家屋を居住の用に供

さなくなった日以後３年を経過する日の属

する年の12月31日までに譲渡したものであ

ること

② その家屋を取り壊した後、譲渡に関する

契約の締結した日まで、その敷地を貸付け

その他の業務の用に供していない土地等の

譲渡であること

なお、この取扱いは、その居住用家屋を取

り壊すことがその家屋の敷地の売買条件とな

っていること、家屋の敷地の一部を譲渡する

ためには物理的にその家屋を取り壊す必要が

あること等、その家屋の取り壊しがその家屋

の敷地の譲渡と密接な関係がある場合に限ら

れます。



●ワンポイントセミナー●

2019年度税制改正大綱 個人所得課税

自民、公明両党が2018年12月14日、2019年

度（平成31年度）の税制改正大綱を発表しま

した。今回の改正は、2019年10月の消費税率

10%への引き上げにともなう駆け込み需要と

反動減を抑えることが焦点となります。

重点が置かれたのは、増税の影響が大きい

自動車と住宅の減税。自動車税の恒久減税や、

住宅ローン控除期間の延長などが盛り込まれ

ました。また、仮想通貨などの経済取引の多

様化についても言及。企業など法人が有する

仮想通貨の評価方法は「時価評価」を採用す

ると明示しました。

今回は、主に個人の生活と中小企業経営に

関わるものをピックアップしてみました。

個人所得課税

１．住宅・土地税制

（1） 住宅ローン控除についての期間の延

長と拡充

個人が、住宅の取得等（消費税等の税率

が10％である場合の住宅の取得等に限りま

す）をして2019年10月１日から2020年12月

31日までの間にその者の居住の用に供した

場合について、住宅借入金等を有する場合

の所得税額の特別控除（住宅ローン控除）

の特例を創設します。

具体的には、今までは住宅ローン控除は

10年の期間でしたが、消費税が10％かかっ

た住宅については、これを13年と３年間延

長するとともに、適用年の11年目から13年

目までの各年の住宅ローン控除額について、

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額を控除できることになります。

なお、当初10年間は従来同様の計算です。

① 一般の住宅（認定長期優良住宅以外の

住宅）の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

（ｲ） 住宅借入金等の年末残高（4,000万

円を限度）×１％

（ﾛ） （住宅の取得等の対価の額－その住

宅の取得等の対価の額に含まれる消費税

額等※）×２％÷３

※ 4,000万円を限度

② 認定長期優良住宅の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

（ｲ） 住宅借入金等の年末残高（5,000万

円を限度）×１％

（ﾛ） （住宅の取得等の対価の額－その住

宅の取得等の対価の額に含まれる消費税

額等※）×２％÷３

※ 5,000万円を限度

上記（ﾛ）の赤字の計算式を見てもわかり

ますように、消費税が８％から10％と、２

％ＵＰした分を３年かけて還元していく住

宅ローン控除となります。

③ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借

入金等を有する場合の所得税額の特別控

除の特例制度の対象となる再建住宅の場

合

（ｲ） 住宅借入金等の年末残高（5,000万

円を限度）×1.2％



（ﾛ） （住宅の取得等の対価の額－その住

宅の取得等の対価の額に含まれる消費税

額等※）×２％÷３

※ 5,000万円を限度

（注1） 上記の改正は、2019年10月１日か

ら2020年12月31日までの間に居住の用

に供した場合に適用されます。

（注2） 消費税率２％引上げ分の負担に着

目した制度の為、2019年10月１日以降

に住宅の取得等をした場合であっても、

消費税率等に関する経過措置により８

％の消費税率が適用された場合や免税

事業者からの取得など、消費税が課さ

れない場合には、本特例の適用を受け

ることはできません。

（注3） 本制度はあくまで特例であり、そ

の他の要件は現行と同様である為、11

年目以降の住宅借入金等年末残高、合

計所得金額、居住状況等によっては、

引き上げられた消費税率２％相当の控

除を受けられない可能性があります。

住宅借入金等の対価の額又は費用の額に

ついて

・居住の用以外の用に供する部分がある場

合には、当該居住の用に供する部分の床

面積の占める割合を乗じて計算した金額

とする。

・補助金等の交付や直系尊属から住宅取得

等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非

課税等の適用を受ける場合であっても、

当該補助金等の額又は当該適用を受けた

住宅取得等資金の額は控除しない。

（2） 空き家の発生を抑制するための特例措

置の拡充・延長

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別

控除の特例について、老人ホーム等に入所

をしたことにより被相続人の居住の用に供

されなくなった家屋及びその家屋の敷地の

用に供されていた土地等は、次に掲げる要

件その他一定の要件を満たす場合に限り、

相続の開始の直前において、その被相続人

の居住の用に供されていたものとして本特

例を適用するほか、その適用期限が４年延

長されます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介

護認定等を受け、かつ、相続の開始の直

前まで老人ホーム等に入所をしていたこ

と

② 被相続人が老人ホーム等に入所をした

時から相続の開始の直前まで、その家屋

について、その者による一定の使用がな

され、かつ、事業の用、貸付けの用又は

その者以外の者の居住の用に供されてい

たことがないこと

（注） 上記の改正は、2019年４月１日以後

に行う被相続人居住用家屋又は被相続人

居住用家屋の敷地等の譲渡について適用

します。

居住用不動産を売却した場合の譲渡所得

の3,000万円の特別控除の特例については、

通常その居住用不動産を売却する直前に居

住していたことが必要ですが、空き家の発

生を抑制するため、この要件を緩和するも

のです。

今後の注目点としては、①被相続人によ

る一定の使用の具体的な内容について、②

老人ホーム等に入所してから相続開始直前

までの期間に、事業の用、貸付けの用又は

被相続人以外の者の居住の用に供されてい

ないことの証明方法、③その他一定の要件

の具体的内容について（既存の要件と同じ

内容であるか）等があります。



２．金融・証券税制

（1） 非課税口座内の少額上場株式等に係る

配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（NI

SA）についての改正

① 非課税口座を開設している居住者等が

一時的な出国により居住者等に該当しな

いこととなる場合の特例措置

その者が出国の前日までに一定の届出

書を提出した場合には、一定の期間その

者を居住者等とみなして非課税措置を引

き続き適用します。

② 居住者等が非課税口座を開設すること

ができる年齢要件を、その年１月１日に

おいて18歳以上（現行は20歳以上）に引

き下げます。

これは民法改正に伴う改正です。

(2) 民法改正に伴う未成年者の年齢の変更

未成年者口座内の少額上場株式等に係る

配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジ

ュニアNISA）について、居住者等が未成年

者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継

続管理勘定の設定をすることができる年齢

要件を、その年１月１日において18歳未満

（現行は20歳未満）に引き下げます。

３．その他の改正項目（個人所得課税）

（1） 源泉徴収及び確定申告における配偶者

に係る控除の適用についての見直し

① 給与等又は公的年金等の源泉徴収にお

ける源泉控除対象配偶者に係る控除の適

用については、夫婦のいずれか一方しか

適用できないこととします。

② 居住者の配偶者が、公的年金等の源泉

徴収において源泉控除対象配偶者に係る

控除の適用を受け、かつ、公的年金等に

係る確定申告不要制度の適用を受ける場

合等には、その居住者は、確定申告にお

いて配偶者特別控除の適用を受けること

ができないこととする等の所要の措置を

講じます。

（注） 上記の改正は、2020年１月１日以後

に支払われる給与等及び公的年金等並び

に2020年分以後の所得税について適用し

ます。

（2） 個人住民税における都道府県又は市区

町村（以下、都道府県等といいます）に対

する寄附金に係る寄附金税額控除について

の見直し

① 総務大臣は、次の基準に適合する都道

府県等をふるさと納税（特例控除）の対

象として指定する。

イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府

県等

ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場

合には、以下のいずれも満たす都道府県

等

（ｲ） 返礼品の返礼割合を３割以下とする

こと

（ﾛ） 返礼品を地場産品とすること

② 上記①の基準は総務大臣が定める。

③ 指定は、都道府県等の申出により行う。

④ 総務大臣は、指定をした都道府県等が

基準に適合しなくなったと認める場合等

には、指定を取り消すことができる。

⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り

消したときは、直ちにその旨を告示しな

ければならない。

⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消

しについては、地方財政審議会の意見を

聴かなければならない。

（注） 上記の改正は、2019年６月１日以後

に支出された寄附金について適用します。



□判・審判事例特報

第三者に貸し付けられている被相続人
と他の共同相続人との共有建物の敷地
の評価に当たり、当該敷地には当該他
の共同相続人の当該建物に係る地上権
は存在しない

一部取り消し

〔国税不服審判所＝平成24年５月22日

・裁決〕

□問 題

《事 実》

借地権に係る減額は認められるべきと

して更正処分の全部の取消しを求めた

(1) 審査請求に至る経緯

イ 請求人Ｇ及び請求人Ｅ（以下、両名を併

せて請求人らという）は、平成21年３月○

日を相続開始日とする被相続人Ｈ（以下、

本件被相続人という）の相続（以下、本件

相続という）に係る相続税（以下、本件相

続税という）について、原処分庁に対し、

法定申告期限までに共同して申告した。

ロ 請求人らは、原処分庁に対し、平成23年

１月17日に、それぞれ更正の請求をした。

ハ 原処分庁は、上記ロの各更正の請求につ

いて、平成23年４月５日付で、その一部を

認める各更正処分（以下、本件各更正処分

という）をした。

ニ 請求人らは、本件各更正処分を不服とし

て、平成23年６月１日に、その一部の取消

しを求める異議申立てをしたところ、異議

審理庁は、平成23年８月１日付で棄却の異

議決定をした。

ホ 請求人らは、上記ニの異議決定を経た後

の本件各更正処分に不服があるとして、平

成23年８月30日に審査請求をした。

(2) 関係法令等の要旨

イ 相続税法

第22条《評価の原則》は、相続税法第３

章で特別の定めのあるものを除くほか、相

続により取得した財産の価額は、当該財産



の取得の時における時価による旨規定して

いる。

ロ 民法

(ｲ) 第265条《地上権の内容》は、地上権者

は、他人の土地において工作物又は竹木を

所有するため、その土地を使用する権利を

有する旨規定している。

(ﾛ) 第593条《使用貸借》は、使用貸借は、

当事者の一方が無償で使用及び収益をした

後に返還をすることを約して相手方からあ

る物を受け取ることによって、その効力を

生ずる旨規定している。

ハ 借地借家法

(ｲ) 第２条《定義》第１号は、借地権とは、

建物の所有を目的とする地上権又は土地の

賃借権をいう旨規定している。

(ﾛ) 第10条《借地権の対抗力等》第１項は、

借地権は、その登記がなくても、土地の上

に借地権者が登記されている建物を所有す

るときは、これをもって第三者に対抗する

ことができる旨規定している。

ニ 評価通達

25の(1)は、借地権の目的となっている

宅地の価額は、11《評価の方式》から22－

３《大規模工場用地の路線価及び倍率》ま

で、24《私道の用に供されている宅地の評

価》、24－２《土地区画整理事業施行中の

宅地の評価》、24－４《広大地の評価》及

び24－６《セットバックを必要とする宅地

の評価 》から24－８《文化財建造物であ

る家屋の敷地の用に供されている宅地の評

価》までの定めにより評価したその宅地の

価額から27《借地権の評価》の定めにより

評価した借地権の価額を控除した金額によ

って評価する旨定めている。

(3) 基礎事実

以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双

方に争いがなく、審判所の調査の結果によっ

ても認められる事実及び証拠によって容易に

認められる事実である。

イ 本件被相続人の共同相続人

本件被相続人の共同相続人は、本件被相

続人の妻であるＪ、長男であるＫ（以下、

本件被相続人、Ｊ及びＫの３名を併せて本

件被相続人らという）、長女である請求人

Ｇ、二女である請求人Ｅ及び養子であるＬ

の合計５名である。

ロ 本件相続の開始時におけるａ市ｃ町○－

○の土地の利用状況等

(ｲ) 本件相続の開始時において、本件被相

続人が所有していたａ市ｃ町○－○に所在

する825㎡の土地（以下、本件土地という）

の上には、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

（１階320.81㎡、２階287.46㎡）の倉庫兼

事務所（以下、本件建物という）が建てら

れていた。

(ﾛ) 本件建物に係る登記事項証明書によれ

ば、受付年月日を昭和62年６月○日、原因

を同年５月○日新築、持分を本件被相続人

につき５分の１、Ｊ及びＫにつきそれぞれ

５分の２とする所有権保存登記がなされて

いた。

なお、本件土地の上に本件建物が建設さ

れてから本件相続の開始時に至るまで、本

件土地及び本件建物の所有者に変動はない。

ハ 本件建物に係る金銭消費貸借契約

本件被相続人らは、Ｍ農業協同組合（現、

Ｎ農業協同組合。以下同じ）との間で、借

入金の使途を本件建物の建築資金、金額を

33,500,000円、債務者を本件被相続人、連

帯保証人をＪ及びＫ、最終返済期限を昭和

72年６月末日とする旨の金銭消費貸借契約

を、昭和62年６月25日付で締結した（以下、

当該金銭消費貸借契約に係る契約書を本件

消費貸借契約書という）。



ニ 本件建物の賃貸借の状況

(ｲ) 本件相続の開始時の状況

本件被相続人らはＰ社との間で、本件建

物を平成19年９月１日から平成22年８月31

日までの間賃貸する旨の本件建物の賃貸借

契約（以下、本件Ｐ社賃貸借契約という）

を、平成19年９月１日付で締結し、当該契

約は本件相続の開始時において存続してい

た。

(ﾛ) Ｐ社に賃貸する以前の状況

A 本件被相続人らは、Ｑ社との間で、本件

建物を昭和62年５月21日から昭和72年５月

20日までの間賃貸する旨の本件建物の賃貸

借契約を、昭和62年５月21日に締結し、こ

れを証するものとして、同年６月10日に本

件建物に係る建物賃貸借契約公正証書を作

成した（以下、本件建物に係る建物賃貸借

契約公正証書を本件証書といい、本件証書

に係る契約を本件Ｑ社賃貸借契約という）。

なお、本件証書には、要旨次のとおり記

載されている。

(A) 第１条

本件被相続人らは、連帯して本件建物を

倉庫兼事務所として使用収益させるため賃

貸し、Ｑ社は、その目的でこれを賃借した。

(B) 第６条第４項

Ｑ社は、本件被相続人らの承諾を得ない

で、敷地内に建物その他の工作物を築造す

ることができない。

(C) 第９条

Ｑ社は、本件建物又はその敷地内で危険

又は衛生上有害若しくは近隣の妨害となる

ような行為をしてはならない。

B 本件Ｑ社賃貸借契約の締結後も、本件被

相続人らとＱ社は、平成２年５月19日、平

成５年５月20日、平成８年５月20日、平成

11年５月20日及び平成14年５月21日に本件

建物の賃貸借契約を更新したが、当該各賃

貸借契約に係る各契約書には、当該各契約

書に記載された以外の事項は本件証書に従

う旨記載されていた。

ホ 本件土地のＪ及びＫの使用料の有無

本件土地の使用に関して、本件被相続人

とＪ及びＫとの間では使用料は無償であっ

た。

請求人らの主張

相続の開始時点で本件土地には、本件

建物の所有を目的とする地上権が存在

次のとおり、本件相続の開始時点で、本件

土地には、本件建物の所有を目的とする地上

権が存在していた。

(1) 親族間において無償で土地を使用する

場合に地上権の成立が認められるためには、

当事者が何らかの理由で特に強固な権利を

設定することを意図したと認めるべき特段

の事情を要すると解されるところ、以下の

各事実によれば、本件建物の所有者である

Ｊ及びＫには、地上権を設定することを意

図したと認めるべき特段の事情が存在する

から、本件建物の所有を目的とする地上権

の成立が認められる。

イ 本件消費貸借契約書によれば、本件被相

続人が、Ｍ農業協同組合から本件建物の建

設資金を借り入れる際に、Ｊ及びＫが連帯

保証人（実質は連帯債務者である）となっ

ていること。

ロ 本件証書には、本件被相続人らが連帯し

て本件建物を賃貸する旨記載されている

（第１条）以上、本件被相続人らは、個別

に賃借人が賃貸借の対象となった本件建物

が所在する本件土地の全体について、使用



収益する権利を保障する責任を負うもので

ある。

ハ 実際に、Ｊ及びＫも本件被相続人と連帯

して本件建物を賃貸しており、本件証書に

本件建物の賃借人による本件土地の使用に

係る条項（第６条第４項及び第９条）が記

載されているのは、Ｊ及びＫが建物の所有

を目的とする地上権を有しているからであ

って、Ｊ及びＫは、当該地上権者として行

動している。

ニ 建物がその敷地の所有者と所有者でない

者との共有となっている場合には、当該敷

地の所有者は、当該建物の所有者に対し、

当該敷地について当該建物の所有を目的に

使用することを許容しているものと解され

るところ、本件建物は、本件被相続人らの

共有となっており、本件被相続人は、本件

土地について、J及びKに対して本件建物の

所有を目的に使用することを許容していた。

(2) 借地借家法第10条第１項の趣旨は、建

物登記簿の所在地番と敷地地番が一致し、

現実に登記簿上の建物表示内容と同一の建

物が存在していれば、有効な地上権の登記

があるとみなされるところ、本件建物は、

借地借家法の適用を受ける登記がされてい

る。

原処分庁の主張

本件土地には、本件建物の所有を目的

とする地上権は存在していなかった

次のとおり、本件相続の開始時点で、本件

土地には、本件建物の所有を目的とする地上

権は存在していなかった。

(1) 親族間において無償で土地を使用する

場合に地上権の成立が認められるためには、

当事者が何らかの理由で特に強固な権利を

設定することを意図したと認めるべき特段

の事情を要すると解されるところ、以下の

とおり、請求人らの主張する各事実は、地

上権を設定することを意図したと認めるべ

き当該特段の事情には当たらないから、本

件建物の所有を目的とする地上権の成立は

認められない。

イ 本件消費貸借契約書から認められるのは、

本件建物の建設資金の借入れに際し、本件

被相続人が債務者、Ｊ及びＫがその連帯保

証人になった事実にすぎず、本件被相続人

とＪ及びＫとの間で地上権を設定する合意

はなく、また本件土地に地上権が設定され

たことをうかがわせる根拠にもならない。

ロ 本件証書には「連帯して」の文言がある

が（第１条）、単に本件被相続人らが、連

帯してＱ社に対して本件建物を賃貸する趣

旨にすぎず、本件土地に地上権が設定され

ている旨を判断することはできない。

ハ 本件証書に記載された本件建物の賃借人

による本件土地の使用に係る条項（第６条

第４項及び第９条）は、いずれも本件土地

に係る本件被相続人の所有権並びにＪ及び

Ｋの敷地利用権に従属して、本件土地を使

用することを認めているにすぎず、賃借人

であるＱ社が本件土地を使用収益できるこ

とをもって、本件土地に地上権が設定され

ていることにはならないだけではなく、本

件土地に地上権が設定されたことをうかが

わせる根拠にもならない。

ニ 本件建物を共有とした目的は、Ｊ及びＫ

が将来において収入がなくなることのない

よう、また、本件被相続人の所得金額を調

整することにあり、本件建物の賃貸収入に

係る申告を本件被相続人らが行っていると



しても、当該経緯や事実は、単に夫婦及び

親子という親密な関係における情義に基づ

く事情にすぎない。

(2) 請求人らは、Ｊ及びＫが本件土地の地

上権者であることを前提として本件建物の

登記の効力を主張しているにすぎず、本件

相続の開始時点における本件土地及び本件

建物の権利関係は、登記事項証明書によっ

ても、本件土地に地上権の設定されている

事実が確認できないだけでなく、本件建物

に係る本件土地の使用に係る法律関係も一

切確認できない。

■結 論

《裁 決》
本件相続の開始時点で、本件土地に地

上権が存在していたとは認められない

(1) 認定事実

イ Ｋの異議審理庁所属の異議調査を担当し

た職員に対する申述及び、請求人らの代理

人であるＲ税理士の審判所に対する答述に

よれば、次の事実が認められる。

(ｲ) 本件建物を本件被相続人らの共有とし

た理由は、Ｊ及びＫの収入がなくならない

ようにするため、また、Ｋが本件建物の共

有者として対外的な折衝ができるようにす

るためであった。

(ﾛ) 本件土地の使用に関し、本件被相続人

とＪ及びＫとの間で、具体的な取決めはな

く、契約書も交わしていない。

ロ 本件土地の登記事項証明書によれば、本

件土地について、地上権の設定登記はされ

ていない。

ハ 本件Ｐ社賃貸借契約では、要旨次の条項

が定められている。

なお、本件Ｑ社賃貸借契約の第１条（前

記《基礎事実》のニの(ﾛ)のAの(A)）と同

様の条項は定められていない。

(ｲ) 第２条（使用目的）

Ｐ社は、本件建物を倉庫兼事務所の目的

にのみ使用し、これ以外の目的に使用して

はならない。

(ﾛ) 第９条（禁止行為）

Ｐ社は、下記の行為をしてはならない。

A 他の賃借人及び近隣に迷惑となる行為。

B 所轄官公庁の許認可を得ないで建物又

はその敷地内で危険又は衛生上有害とな

るような一切の事業。

C 本件被相続人らの敷地内に本件建物以

外の建物その他の造作・工作物を付加、

築造すること。

D 本件建物の全部又は一部につき賃借権

を譲渡し、又は転貸すること。

(2) 争点について

イ 「特段の事情」について

(ｲ) 建物所有を目的とする地上権は、その

設定登記又は地上建物の登記を経ることに

よって第三者に対する対抗力を取得し、土

地所有者の承諾を要せず譲渡することがで

き、かつ、相続の対象となるものであり、

殊に無償の地上権は土地所有権にとって著

しい負担となるものであるから、このよう

な強力な権利が黙示に設定されたとするた

めには、当事者がそのような意思を具体的

に有するものと推認するにつき、首肯する

に足りる理由が示されなければならない。

殊に、夫婦その他の親族の間において無償

で不動産の使用を許す関係は、主として情

義に基づくもので、明確な権利の設定若し

くは契約関係の創設として意識されないか、



又はせいぜい使用貸借契約を締結する意思

によるものにすぎず、無償の地上権のよう

な強力な権利を設定する趣旨でないのが通

常であるから、親族間で土地の無償使用を

許す関係を地上権の設定と認めるためには、

当事者が何らかの理由で特に強固な権利を

設定することを意図したと認めるべき特段

の事情が存在することを必要とするものと

解すべきである（最高裁昭和47年７月18日

第三小法廷判決参照）。

(ﾛ) これを本件についてみると、まず、上

記《基礎事実》のイの(イ)のとおり、本件

建物を本件被相続人らの共有とした理由は、

Ｊ及びＫの収入がなくならないようにする

ため、また、Ｋが本件建物の共有者として

対外的な折衝ができるようにするためであ

ったと認められるところ、これらの目的は、

わざわざ本件被相続人にとって著しい負担

となる無償の地上権を設定するまでもなく、

使用貸借であっても何ら問題なく達するこ

とができるものである。

(ﾊ) 次に、地上権を設定する場合、それが

書面によることは必ずしも要求されるもの

ではないが、それが自由に譲渡可能な強固

な権利（物権）であることに鑑みれば、そ

の内容を書面（処分証書）に記載して明確

にし、併せてその地上権の設定登記もされ

ることが一般的であるところ、前記《基礎

事実》のイの本件被相続人とＪ及びＫとの

関係に照らし、本件建物の建築時に実際に

地上権を設定しようとしたのであれば、こ

れらを容易に行うことができたはずにも関

わらず、上記《認定事実》のイの(ロ)及び

ロのとおり、本件土地の使用に関し、本件

被相続人とＪ及びＫとの間で、具体的な取

決めはなく、契約書も交わしておらず、地

上権の設定登記もされていない。

(ﾆ) また、請求人らは、前記《基礎事実》

欄の(1)のとおり、次のAないしDの主張を

理由に、本件土地を無償で使用するＪ及び

Ｋの地上権の成立が認められる「特段の事

情」がある旨主張するが、次のとおり、い

ずれも当該「特段の事情」に該当するとは

認められない。

A 請求人らは、本件被相続人が、Ｍ農業協

同組合から本件建物の建設資金を借り入れ

る際に、Ｊ及びＫが連帯保証人（実質は連

帯債務者である）となっている旨主張する

（前記《請求人らの主張》欄の(1)のイ）。

しかしながら、前記《基礎事実》のハの

とおり、請求人らの主張に係る事実が認め

られるものの、当該事実によれば、本件被

相続人らとM農業協同組合との間で金銭消

費貸借契約に基づく権利義務関係が生じた

ことが認められるにすぎない。

B 請求人らは、本件証書に、本件被相続人

らが連帯して本件建物を賃貸する旨記載さ

れている以上、本件被相続人らは、個別に

賃借人が賃貸借の対象となった本件建物が

所在する本件土地の全体について、使用収

益する権利を保障する責任を負うものであ

る旨主張する（前記《請求人らの主張》欄

の(1)のロ）。

しかしながら、そもそも本件証書は、前

記《基礎事実》のニの(ロ)のAのとおり、

本件建物について賃借人をＱ社とする本件

Ｑ社賃貸借契約を証する書面であるところ、

本件相続の開始時における本件建物の賃借

人は、同(イ)のとおり、Ｐ社であって、本

件建物について賃借人を同社とする賃貸借

契約（本件Ｐ社賃貸借契約）には、上記《認

定事実》のハのとおり、本件被相続人らが

連帯して本件建物を賃貸する旨の条項がな

いのであるから、請求人らの上記主張は、

その前提を欠くものである。



なお、仮に、本件Ｐ社賃貸借契約に本件

被相続人らが連帯して本件建物を賃貸する

旨の条項があったとしても、一般に、建物

の賃借人は、建物賃貸借契約の性質上、当

該建物使用の目的の範囲内においてその敷

地利用権を有するにすぎないものと解され、

また、建物の賃借人の敷地利用権は、建物

の所有者の敷地利用権から独立した別個の

権利ではなく、建物の所有者の敷地利用権

に従属して、その範囲内での権能にすぎな

いと解されることからすると、本件の場合、

そのような条項は、本件被相続人らがＰ社

に対して、同賃貸借契約の第２条（上記《認

定事実》のハの(イ)）に定める使用目的の

範囲内で、本件被相続人らそれぞれの本件

土地の利用権の範囲内で本件土地を利用さ

せることを約したにすぎないから、そのよ

うな条項の存在が、Ｊ及びＫの本件土地の

利用権の権利形態を何ら決定付けるもので

はない。

C 請求人らは、実際に、Ｊ及びＫも本件被

相続人と連帯して本件建物を賃貸しており、

本件証書に本件建物の賃借人による本件土

地の使用に係る条項が記載されているのは、

Ｊ及びＫが建物の所有を目的とする地上権

を有しているからであって、Ｊ及びＫは当

該地上権者として行動している旨主張する

（前記《請求人らの主張》欄の(1)のハ）。

しかしながら、そもそも本件証書は、前

記《基礎事実》のニの(ロ)のAのとおり、

本件建物について賃借人をＱ社とする本件

Ｑ社賃貸借契約を証する書面ではあるが、

本件相続の開始時における本件建物の賃借

人であるＰ社との間の賃貸借契約（本件Ｐ

社賃貸借契約）にも、上記《認定事実》の

ハの(ロ)のCのとおり、同社による本件土

地の使用に係る条項が定められていること

から、請求人らが同条項を捉えて上記主張

をしていると解したとしても、同条項は、

同社において本件土地上に新たな建物や造

作・工作物等を付加、築造することを禁止

しているにすぎないものであり、Ｊ及びＫ

の本件建物の所有を目的とする権利の内容

が、地上権であるか、あるいは使用借権で

あるかの判断に、何ら影響を及ぼすもので

はない。

D 請求人らは、建物がその敷地の所有者と

所有者でない者との共有となっている場合

には、当該敷地の所有者は、当該建物の所

有者に対し、当該敷地について当該建物の

所有を目的に使用することを許容している

ものと解される旨主張する（前記《請求人

らの主張》欄の(1)のニ）。

しかしながら、敷地の所有者が、当該敷

地上に存する建物の所有者に対し、当該建

物の所有を目的に当該敷地を無償で使用す

ることを許容することと、その許容によっ

て設定される権利形態が地上権なのか使用

借権なのかということは、別の問題であっ

て、当該許容をもって直ちに結論付けるこ

とはできないものである。

(ﾎ) 以上（上記(ﾛ)ないし(ﾆ)）のとおり、本

件建物を本件被相続人らの共有とした理由

からすれば、わざわざ本件被相続人にとっ

て著しい負担となる無償の地上権を設定す

る必要もないこと、本件被相続人とＪ及び

Ｋとの間で、地上権を設定する場合に通常

取るであろう行動が、取れたにも関わらず、

これを取っていないこと及び本件において

は、本件土地を無償で使用するＪ及びＫの

地上権の成立が認められる「特段の事情」

も見当たらないことからすると、本件建物

の所有に係るＪ及びＫの本件土地上の権利

は、せいぜい使用貸借によるものとみざる

を得ない。



(ﾍ) 本件建物の建築後、本件相続の開始に

至るまで、その権利関係に変動があったこ

とを認めるに足りる証拠はないから、本件

相続の開始時点で、本件土地にはＪ及びＫ

の地上権が存在していたとは認められない。

ロ その他の請求人らの主張について

請求人らは、前記《請求人らの主張》欄

の(2)のとおり、借地借家法第10条第１項

の趣旨は、建物登記簿の所在地番と敷地地

番が一致し、現実に登記簿上の建物表示内

容と同一の建物が存在していれば、有効な

地上権の登記があるとみなされるところ、

本件建物は、同項の適用を受ける登記がさ

れているから、本件土地には本件建物の所

有を目的とする地上

権が存在していた旨主張する。

しかしながら、前記《基礎事実》のロの

(ﾛ)のとおり、確かに、本件建物はその所

有権の保存登記がなされているものの、借

地借家法第10条第１項は、借地権は、その

登記がなくても、土地の上に借地権者が登

記されている建物を所有するときは、これ

をもって第三者に対抗することができる旨

規定し、第三者への対抗要件を定めている

にすぎないから、同項の趣旨を、請求人ら

が主張するように、建物登記簿の所在地番

と敷地地番が一致し、現実に登記簿上の建

物表示内容と同一の建物が存在していれば、

有効な地上権の登記があるとみなすとする

ものと解するのは、文理上飛躍しすぎてお

り、請求人ら独自の解釈といわざるを得ず、

請求人らの上記主張を採用することはでき

ない。

(3) 本件各更正処分の適法性

イ 本件土地の課税価格に算入すべき金額

上記《争点について》のイの(ﾍ)のとお

り、本件相続の開始時点で、本件土地には、

Ｊ及びＫの地上権が存在していたとは認め

られず、Ｊ及びＫの本件土地を使用する権

利は、使用借権であると認められるところ、

使用借権は、元々当事者間の好意ないし個

人的信頼関係を基盤とするもので、建物所

有を目的とするものといえども、賃借権の

ように借地借家法の適用はなく、その権利

性はそれほど強固なものではないものであ

る。そして、この使用借権に基づく敷地利

用権の上に、建物の賃貸借関係が成立して

いるとしても、この建物賃貸借は、敷地所

有者との関係でみると、使用貸借の存続・

消滅と運命をともにするものにすぎないか

ら、使用借権の付着している土地の相続に

当たっては、使用借権が付着していること

による減価を考慮せず、これを更地として

評価することが相当である。

しかしながら、本件土地について、請求

人ら及び原処分庁がその価額を算定する基

とした本件土地の図面は、評価通達20《不

整形地の評価》に定める想定整形地の面積

が本件土地の面積を下回るほど不正確なも

のであったため、審判所がＳ法務局ａ支局

から入手した本件土地の「地積測量図」の

写しに基づき、改めて想定整形地を求め、

それを基礎として求めた不整形地割合を使

用して本件土地の価額を算出したところ、

58,639,919円となり、さらに、請求人らが

本件相続税の申告においてその適用を選択

した租税特別措置法第69条の４《小規模宅

地等についての相続税の課税価格の計算の

特例》（平成21年法律第13号改正前のもの）

を適用して、本件土地の課税価格に算入す

べき価額を算出すると、51,312,219円とな

る。



ロ 納付すべき税額及び結論

本件相続税について、上記のとおり、本

件土地の課税価格に算入すべき価額に誤り

が認められることから、これを是正して審

判所において改めて請求人らの納付すべき

税額をそれぞれ算出すると、請求人Ｇが○

○○○円、請求人Ｅが○○○○円となり、

いずれも本件各更正処分の税額を下回る。

したがって、本件各更正処分は、いずれ

もその一部が取り消されるべきである。

(4) その他

原処分のその他の部分については、審判

所の調査によっても、これを不相当とする

理由は認められない。

《参照条文等》

民法第265条、第593条

借地借家法第２条第１号、第10条第１項

財産評価基本通達25(1)


